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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 第36期中より半期報告書を提出しておりますので、第35期中の記載はしておりません。 

３ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため

記載を省略しております。なお、第37期中については、関連会社がないため記載しておりません。 

５ 平成15年10月１日付で株式１株につき1,000株の分割をいたしました。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) ― 93,266 96,177 181,786 185,094

経常利益 (百万円) ― 4,922 6,858 10,724 11,229

中間(当期)純利益 (百万円) ― 2,518 3,490 5,588 6,116

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) ― 3,461 3,505 3,461 3,461

発行済株式総数 (株) ― 29,644,400 29,724,400 29,644,400 29,644,400

純資産額 (百万円) ― 74,012 80,506 72,240 77,262

総資産額 (百万円) ― 132,650 138,944 133,611 135,083

１株当たり純資産額 (円) ― 2,496.66 2,708.42 2,435.67 2,605.08

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 84.95 117.52 203.26 205.12

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 84.69 117.30 202.64 204.52

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― 12.50 13.00 25.00 25.00

自己資本比率 (％) ― 55.8 57.9 54.1 57.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― 1,550 3,723 8,828 6,171

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― △3,004 △5,178 △6,944 △7,088

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― △1,662 △849 3,919 △3,534

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) ― 12,688 9,049 15,804 11,354

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(人) 
― 
(―)

1,302
(5,648)

1,358
(5,568)

1,198 
(5,577)

1,281
（5,430)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、

主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。なお、㈱直方ナフコ及び㈱マツサキホームセンターの２社は、

持分は100分の50以下でありますが、実質的支配力の強化に伴い、関連会社(持分法非適用会社)から子会社(非連結子会社)へ変更と

なっております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

ゼンセン同盟ナフコチェーン労働組合が結成されており、平成17年９月末現在における組合員数は 1,478人(正社員数 1,074

人、定時社員数 404人)であります。 

なお、労使関係は安定しております。 

  

従業員数(人) 1,358(5,568)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした旺盛な設備投資と雇用・所得環境の改善に伴う個人消

費の底堅い動きにより、景気は踊り場局面をほぼ脱却して緩やかな回復基調で推移いたしました。 

家具・ホームセンター業界におきましては、大手企業の商勢圏の拡大や店舗規模の拡大化・大型化による競争が激化し、さ

らには異業種との企業間競争が一層厳しさを増しており、経営環境は一段と厳しい状況となっております。 

このような厳しい環境の中で、当社は、従来からの基本方針である「お客様満足度100％」の徹底に努め、従業員教育による

販売力の強化や、お客様のニーズにあった商品政策の強化も引き続き実施してまいりました。また一方では経営基盤のさらな

る充実のため、積極的な店舗展開にも取組み、山口県に2店舗、佐賀県・兵庫県・鹿児島県・福岡県の各県に各1店舗、計6店舗

の新規出店を行うとともに2店舗の増床をいたしました。さらには、店舗の効率化を進めるために1店舗を閉店いたしました。

これにより当中間期末での店舗数は192店舗となっております。 

また、商品全般の値入率の強化をはじめ資材・ＤＩＹ・園芸用品部門の売上構成比の拡大により売上総利益率の向上に努め

ると同時に、作業効率の改善等により経費の削減にも取組んでまいりました。 

これらの結果、当中間会計期間の売上高は、961億77百万円（前年同期比3.1％増）となり、経常利益68億58百万円（前年同

期比39.3％増）、中間純利益34億90百万円（前年同期比38.6％増）の増収増益となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末より23億4百万円減少の90億49百万円となり

ました。各々のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、37億23百万円となり、前年同期比で21億72百万円の収入増加となりました。これは、税引

前中間純利益64億70百万円(前年同期比15億61百万円増加)、仕入債務の増加額4億46百万円（前年同期比18億16百万円増加）

等が主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、51億78百万円となり、前年同期比で21億74百万円の支出増加となりました。これは、有形

固定資産の取得による支出34億48百万円(前年同期比6億87百万円増加)、その他の投資の増加14億89百万円（前年同期比15億7

百万円増加）等が主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、8億49百万円となり、前年同期比で8億13百万円の減少となりました。 

これは、長期借入金の返済による支出15億66百万円(前年同期比2億23百万円増加)や配当金の支払額3億70百万円(前年同期比

3億69百万円減少)、短期借入金の減少額が当中間会計期間は該当がなかったこと（前年同期比6億90百万円減少）等が主な要

因であります。 

  



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は仕入原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

  

(注) 商品別の構成内容は次のとおりであります。 

  

  

商品部門別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

資材・DIY・園芸用品 26,266 108.1 

生活用品 20,416 98.3 

家具・ホームファッション用品 13,957 101.6 

その他 7,547 102.5 

合計 68,188 103.1 

商品部門別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

資材・DIY・園芸用品 36,666 105.7 

生活用品 26,944 100.2 

家具・ホームファッション用品 22,374 102.2 

その他 10,192 104.1 

合計 96,177 103.1 

資材・DIY・園芸用品 

  

  

(大工道具、建築金物、ペイント・ハケ、左官用品、園芸用品、水道用

品、エクステリア、木材・シェルフ、ルームアクセサリー、作業用品、

グリーン、電材) 

生活用品 (家庭用品、季節用品、収納用品、日用品、文具、履物、調理家電) 

家具・ホームファッション用品 (家具、フロアーカバリング、カーテン、インテリア小物、照明、寝具) 

その他 (カー用品、乗物、ペット用品、リフォーム、灯油他) 



(3) 府県別販売実績 

販売実績を府県別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

府県別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

売上高(百万円) 前年同期比（％）
中間期末
店舗数（店）

店舗移動状況(店) 

新規出店 退店 

北九州市 6,274 100.7 14 1 ― 

福岡市 5,550 110.0 8 ― ― 

福岡県(北九州市、福岡市
を除く) 

17,880 101.9 33 ― ― 

山口県 11,661 103.3 27 2 ― 

広島県 8,503 96.9 18 ― ― 

長崎県 6,831 111.2 13 ― ― 

熊本県 7,755 103.7 13 ― ― 

佐賀県 4,489 100.6 9 1 ― 

大分県 3,119 97.5 7 ― ― 

宮崎県 5,897 104.7 12 ― ― 

鹿児島県 4,711 107.3 10 1 ― 

島根県 2,770 96.7 7 ― ― 

兵庫県 5,189 121.1 9 1 ― 

鳥取県 739 96.3 1 ― ― 

岡山県 1,453 94.0 2 ― ― 

大阪府 1,668 71.2 4 ― 1 

香川県 632 92.9 2 ― ― 

滋賀県 551 95.8 1 ― ― 

愛知県 497 ― 2 ― ― 

合計 96,177 103.1 192 6 1 



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。 

① 重要な設備の新設 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 重要な設備の改修 

  

(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 阿知須町は、平成17年10月１日合併により、山口市となっております。 

  

事業所名 所在地 設備の内容
投資額
(百万円) 

完了年月
完成後の売場面積 

(㎡) 

多久店 
佐賀県 
多久市 

店舗 22 平成17年４月 2,611

姫路店 
兵庫県 
姫路市 

店舗 620 平成17年４月 7,474

南大隅店 
鹿児島県 
肝属郡 
南大隅町 

店舗 100 平成17年５月 998

学研ひびきの店 
福岡県 
北九州市 
若松区 

店舗 1,134 平成17年６月 7,963

下関シーサイド店 
山口県 
下関市 

店舗 406 平成17年７月 4,960

東下松店 
山口県 
下松市 

店舗 356 平成17年８月 4,960

事業所名 所在地 設備の内容
投資額
(百万円) 

完了年月
完成後の増床売場面積

(㎡) 

長府店増床 
山口県 
下関市 

店舗 487 平成17年７月 3,921

阿知須店資材館 
山口県 
吉敷郡 
阿知須町 

店舗 126 平成17年８月 2,304



(2) 重要な設備計画の変更 

前事業年度末において、計画中であった設備の新設等のうち当中間会計期間において完成予定年月を変更したものは次のとお

りであります。 

① 重要な設備の新設 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 重要な設備の改修 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
(百万円) 資金調

達方法 

完了予定年月 完成後の 
売場面積 
(㎡) 総額 既支払額 変更前 変更後

三次店 
広島県 
三次市 

店舗 788 99
自己資金

及び 
借入金 

平成17年7月 平成17年11月 8,006 

米子東店 
鳥取県 
米子市 

店舗 796 0 〃 平成18年1月 平成18年4月 10,287 

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
(百万円) 資金調

達方法 

完了予定年月 完成後の 
増床売場 
面積 
(㎡) 総額 既支払額 変更前 変更後

日南店 
増床 

宮崎県 
日南市 

店舗 534 309
自己資金

及び 
借入金 

平成17年10月 平成18年1月 2,891 

南佐賀店 
新館 

佐賀県 
佐賀郡 
川副町 

店舗 320 3 〃 未定 平成18年3月 4,384 



(3) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は次のとおりであります。 

① 重要な設備の新設 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 重要な設備の改修 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
(百万円) 資金調

達方法 

着手及び完了予定 完成後の 
売場面積 
(㎡) 総額 既支払額 着手年月 完了年月

美東店 
山口県
美祢郡
美東町 

店舗 146 62
自己資金

及び 
借入金 

平成17年8月 平成17年11月 953 

小国店 
熊本県
阿蘇郡
小国町 

店舗 99 ― 〃 平成17年9月 平成17年12月 998 

油谷店 
山口県
長門市 

店舗 99 ― 〃 平成17年9月 平成18年1月 999 

安浦店 
広島県 
呉市 

店舗 103 ― 〃 平成17年11月 平成18年1月 998 

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
(百万円) 資金調

達方法 

着手及び完了予定 完成後の 
増床売場 
面積 
(㎡) 総額 既支払額 着手年月 完了年月

始良店 
資材館 

鹿児島県 
始良郡 
始良町 

店舗 45 ―
自己資金

及び 
借入金 

平成17年11月 平成18年1月 1,395 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び商法280条ノ21の規定に基づき、平成15年３月８日開催の臨時株主総会において特別決議された新株予約

権(ストックオプション)の状況は、次のとおりです。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 101,504,000

計 101,504,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 29,724,400 29,724,400
ジャスダック
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 29,724,400 29,724,400 ― ― 

株主総会の特別決議日(平成15年３月８日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 60個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１，４ 60,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)２ １株当たり 1,100円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日から
平成22年３月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 (注)２ 

発行価格  1,100円
資本組入額  550円 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 



(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じ

る１株未満の端株については、これを切捨てるものとします。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行い本件

新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

なお、平成15年５月23日開催の取締役会決議に基づき、平成15年10月１日付をもって株式１株を1,000株に分割したこと

に伴い、新株予約権の目的となる株式の数は140,000株となりました。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

調整前行使価額を下回る価額で新株を発行する場合、又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合は、次の算式により

行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、調整前行使価額を下回る価額により新株式発行又は自己株式移転を受けることができる新株予約権又は新株予約権

が付された新株予約権付社債の発行が行われる場合も、上記算式によって調整します。 

なお、平成15年５月23日開催の取締役会決議に基づき、平成15年10月１日付をもって株式１株を1,000株に分割したこと

に伴い、新株予約権の行使時の払込金額は１株当たり1,100円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格は1,100円、資本組入額は550円となりました。 

３ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項 

① 権利者は、新株予約権の行使時において当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有して

いることを要し、権利行使可能日以降に定年退職、死亡又は重度な心身障害による職務不能により権利行使資格を喪失

した場合には、権利者又はその相続人が権利付与契約に定める条件により権利を行使することができます。 

② 新株予約権の譲渡、質入、担保提供、その他一切の処分は認められません。 

③ その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、平成15年３月８日開催の臨時株主総会

及び平成15年３月20日開催の取締役会決議に基づき、当社と当社の対象取締役との間で締結した「新株予約権割当契

約」に定められています。 

４ 新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数を株式分割に伴い調整した数から、新株

予約権の行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

 調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ×調整前行使価額 ＋ 新規発行・処分株式数×

１株当たりの払込・ 
処分価額 

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数＋新規発行・処分株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) シュローダー投信投資顧問株式会社より平成17年４月14日付で大量保有報告書の提出があり、平成17年３月31日現在で当社

株式を次のとおり保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末における所有株式が確認できま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

  

大量保有報告書(シュローダー投信投資顧問株式会社) 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

80,000 29,724,400 44 3,505 44 4,190

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

深町 勝義 福岡県北九州市小倉北区足立3-10-24 8,236 27.71

髙野 喜代子 山口県下関市前田2-27-33 2,682 9.02

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 2,274 7.65

髙野 時丸 山口県下関市前田2-27-33 1,947 6.55

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 1,789 6.02

深町 正 福岡県北九州市小倉北区富野台12-3 1,517 5.11

深町 宏子 福岡県北九州市小倉北区足立3-10-24 1,431 4.82

深町 圭司 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-32-203 825 2.78

時山 典子 福岡県北九州市小倉北区田町11-5-405 623 2.10

ナフコ従業員持株会 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10 538 1.81

計 ― 21,866 73.56

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

シュローダー投信投資顧問株式
会社 

東京都千代田区丸の内1-11-1 1,259 4.25

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・ノースア
メリカ・リミテッド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート31 

494 1.67

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッ
ド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート31 

306 1.04

計 ― 2,061 6.95



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株が含まれており、当該株式に係る議決権

１個を議決権の数から控除しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

29,723,700 
297,236

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 
普通株式 

700 
― 同上 

発行済株式総数 29,724,400 ― ― 

総株主の議決権 ― 297,236 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 3,260 3,170 3,150 3,210 3,600 3,710

最低(円) 2,770 2,850 2,660 2,995 3,170 3,450



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項により、当社では、子会

社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいもの

として、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。 

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

資産基準 2.1％

売上高基準 1.1％

利益基準 1.0％

利益剰余金基準 1.7％



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   15,480   13,243 14,222   

２ 売掛金   1,020   1,098 1,330   

３ たな卸資産   37,850   41,486 39,787   

４ その他   1,603   1,683 1,602   

貸倒引当金   △14   △18 △14   

流動資産合計     55,940 42.2 57,493 41.4   56,929 42.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物 ※２ 29,757   31,828 30,454   

(2) 土地 ※２ 29,612   31,389 29,931   

(3) その他   5,878   6,198 6,216   

有形固定資産合計   65,248   69,415 66,602   

２ 無形固定資産   1,251   1,294 1,265   

３ 投資その他の 
  資産 

  10,210   10,740 10,287   

固定資産合計     76,710 57.8 81,450 58.6   78,154 57.9

資産合計     132,650 100.0 138,944 100.0   135,083 100.0

            



  

  
  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   16,321   17,319 16,243   

２ 買掛金   11,721   11,691 12,320   

３ 短期借入金   7,330   6,730 6,730   

４ 一年以内返済 
  予定の長期 
  借入金 

※２ 2,778   2,726 2,844   

５ 未払法人税等   2,600   3,360 3,350   

６ 賞与引当金   993   1,016 891   

７ 設備関係 
  支払手形 

  3,079   3,232 2,034   

８ その他 ※４ 4,306   4,039 4,713   

流動負債合計     49,128 37.0 50,115 36.1   49,128 36.4

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２ 4,937   3,521 3,969   

２ 退職給付引当金   2,968   3,183 3,096   

３ 役員退職慰労 
  引当金 

  1,356   1,387 1,388   

４ その他   246   229 238   

固定負債合計     9,509 7.2 8,322 6.0   8,692 6.4

負債合計     58,638 44.2 58,437 42.1   57,821 42.8

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     3,461 2.6 3,505 2.5   3,461 2.6

Ⅱ 資本剰余金           

  資本準備金   4,146   4,190 4,146   

資本剰余金合計     4,146 3.1 4,190 3.0   4,146 3.1

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   37   37 37   

２ 任意積立金   61,197   66,197 61,197   

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  5,129   6,441 8,357   

利益剰余金合計     66,364 50.1 72,675 52.3   69,592 51.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    40 0.0 134 0.1   62 0.0

資本合計     74,012 55.8 80,506 57.9   77,262 57.2

負債資本合計     132,650 100.0 138,944 100.0   135,083 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  
  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年4月 1日 
至  平成16年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年4月 1日 
至  平成17年9月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     93,266 100.0 96,177 100.0   185,094 100.0

Ⅱ 売上原価     66,023 70.8 66,489 69.1   129,477 70.0

売上総利益     27,243 29.2 29,688 30.9   55,616 30.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※３   22,522 24.1 23,004 23.9   44,816 24.2

営業利益     4,721 5.1 6,683 7.0   10,800 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   361 0.4 374 0.3   765 0.4

Ⅴ 営業外費用 
※２ 
※３ 

  160 0.2 199 0.2   335 0.1

経常利益     4,922 5.3 6,858 7.1   11,229 6.1

Ⅵ 特別利益     57 0.1 ― ―   195 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   71 0.1 388 0.4   255 0.1

税引前中間 
(当期)純利益 

    4,909 5.3 6,470 6.7   11,169 6.0

法人税、住民税 
及び事業税 

  2,337   3,145 5,093   

法人税等調整額   53 2,390 2.6 △165 2,979 3.1 △41 5,052 2.7

中間(当期) 
純利益 

    2,518 2.7 3,490 3.6   6,116 3.3

前期繰越利益     2,610 2,950   2,610 

中間配当額     ― ―   370 

中間(当期) 
未処分利益 

    5,129 6,441   8,357 

            



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間会計期間

(自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  4,909 6,470 11,169

２ 減価償却費  1,437 1,475 3,024

３ 減損損失  ― 185 ―

４ 無形固定資産償却額  69 65 137

５ 長期前払費用償却額  37 39 75

６ 有形固定資産除却損  33 12 54

７ 有形固定資産売却益  △27 ― △27

８ 無形固定資産除却損  0 ― 0

９ 投資その他の資産除却損  ― 1 ―

10 貸倒引当金の増加額  ― 4 ―

11 退職給付引当金の増加額  116 87 244

12 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  31 △1 62

13 賞与引当金の増減額(△は減少)  43 125 △59

14 受取利息及び受取配当金  △11 △18 △17

15 支払利息  138 117 263

16 投資有価証券評価損  ― ― 6

17 売上債権の増減額(△は増加)  △232 △332 16

18 たな卸資産の増加額  △139 △1,699 △2,076

19 仕入債務の増減額(△は減少)  △1,370 446 △847

20 未払消費税等の減少額  △89 △57 △11

21 その他資産の増加額  △163 △27 △61

22 その他負債の増減額(△は減少)  69 16 △329

23 役員賞与の支払額  △36 △36 △36

小計  4,816 6,872 11,588

24 利息及び配当金の受取額  6 15 12

25 利息の支払額  △134 △112 △285

26 法人税等の支払額  △3,137 △3,051 △5,143

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 1,550 3,723 6,171



  

  

    
前中間会計期間

(自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

１ 有形固定資産の取得による
支出 

 △2,760 △3,448 △6,616

２ 有形固定資産の売却による
収入 

 41 ― 43

３ 無形固定資産の取得による
支出 

 △138 △94 △219

４ 投資有価証券の取得による
支出 

 △30 △5 △30

５ 敷金・保証金の差入による
支出 

 △152 △216 △294

６ 敷金・保証金の回収による
収入 

 18 75 109

７ その他の投資の増減額(△
は増加) 

 17 △1,489 △79

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △3,004 △5,178 △7,088

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

１ 短期借入金の減少額  △690 ― △1,290

２ 長期借入れによる収入  1,110 1,000 1,710

３ 長期借入金の返済による支出  △1,342 △1,566 △2,843

４ 株式の発行による収入  ― 88 ―

５ 配当金の支払額  △740 △370 △1,110

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △1,662 △849 △3,534

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △3,115 △2,304 △4,450

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 15,804 11,354 15,804

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 12,688 9,049 11,354

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

    時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 関連会社株式 

移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定) 

    時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 

    売価還元法による原価法 

  ② 貯蔵品 

    最終仕入原価法 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(付属設備は除

く)については、定額法によっ

ております。 

   なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物及び構築物 

            10～34年 

   工具器具備品 

            ４～８年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

   ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

  

  

  

 (2) 無形固定資産 

同左 

  

 (3) 長期前払費用 

   定額法によっております。 

   なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

  

  

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   売掛債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率等により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権

等については、財務内容評価法

によっております。 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき、計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  

 (2) 賞与引当金 

同左 

  

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

   なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(３年)による按分

額を発生の翌期から費用処理し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

   なお、数理計算上の差異に

ついては、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(３年)に

よる按分額を発生の翌期から

費用処理しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

４ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する、流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

短期的な投資によっております。 

  

  

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

  

  

  

  

  

５ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同左 

  

  

  

  

  



  

    
  

会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

  

６ その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    

  

   ――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準)
当中間会計期間から「固定資産の減
損に係る会計基準」(「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」(企業会計審議会 平成14
年８月９日))及び「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」(企業
会計基準委員会 平成１5年10月31
日 企業会計基準適用指針第６号)
を適用しております。 
これにより、税引前中間純利益が
185百万円減少しております。 
なお、減損損失累計額については、
改正後の中間財務諸表等規則に基づ
き当該各資産の金額から直接控除し
ております。 

  

  

    ――――――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当中間会計期間から「法人
事業税における外形標準課税部分の
損益計算書上の表示についての実務
上の取扱い」(平成16年２月13日企
業会計基準委員会 実務対応報告第
12号)に従い法人事業税の付加価値
割及び資本割については、販売費及
び一般管理費(91百万円)に計上して
おります。 

  

  

   ―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当事業年度から「法人事業
税における外形標準課税部分の損益
計算書上の表示についての実務上の
取扱い」(平成16年２月13日企業会計
基準委員会 実務対応報告第12号)に
従い法人事業税の付加価値割及び資
本割については、販売費及び一般管
理費(178百万円)に計上しておりま
す。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

27,368百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

30,290百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

28,827百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 4,697百万円

土地 12,761百万円

計 17,458百万円

長期借入金 4,937百万円

一年以内返済 
予定の長期借 
入金 

2,778百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 5,313百万円

土地 13,673百万円

計 18,987百万円

長期借入金 2,852百万円

一年以内返済
予定の長期借 
入金 

1,849百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 5,382百万円

土地 12,576百万円

計 17,959百万円

長期借入金 2,887百万円

一年以内返済 
予定の長期借 
入金 

1,867百万円

 ３ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融

機関からの借入金に対し債務保

証を行っております。 

㈱直方ナフコ 45百万円

㈿ナフコ商品 
センター 

330百万円

計 375百万円

 ３ 偶発債務 

     

    ―――――――― 

 ３ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融

機関からの借入金に対し債務保

証を行っております。 

㈱直方ナフコ 15百万円

㈿ナフコ商品 
センター 

330百万円

計 345百万円

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

   同左 

※４    ―――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 5百万円

協賛金収入 71百万円

受取賃貸料 69百万円

受取手数料 127百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 11百万円

協賛金収入 37百万円

受取賃貸料 82百万円

受取手数料 128百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 11百万円

協賛金収入 151百万円

受取賃貸料 153百万円

受取手数料 246百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 138百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 117百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 263百万円

※３ 減価償却実施額 

  

  

  

  

有形固定資産 1,437百万円

無形固定資産 69百万円

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,475百万円

無形固定資産 65百万円

  

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,024百万円

無形固定資産 137百万円



  

  

  

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※４  ――――――― 

  

※４ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループにつ
いて減損損失を計上しております。 

 当社では、店舗については、各店
舗毎で、遊休資産については、当該
資産単独で、賃貸資産については、
当該賃貸資産毎にグルーピングをし
ております。 
 営業活動から生じる損益が継続し
てマイナスである店舗における帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、遊
休資産・賃貸資産については、土地
の時価の著しい下落を考慮し、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として計上いた
しました。 
 減損損失の内訳は、建物及び構築
物10百万円、土地174百万円、その
他0百万円であります。 

 なお、各資産の回収可能価額は、

正味売却価額により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産評価額

または固定資産税評価額に合理的に

調整を行って算定した額より処分費

用見込額を控除して算出しておりま

す。 

場所 用途 種類
大分県中津市他 店舗 土地、建物他

大分県 
豊後高田市他 遊休資産 土地

福岡県 
北九州市他 賃貸資産 土地、構築物

※４  ――――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

  

現金及び預金 15,480百万円

預入期間が３ヶ月 
超の定期預金 

△2,792百万円

現金及び 
現金同等物 

12,688百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 13,243百万円

預入期間が３ヶ月
超の定期預金 

△4,193百万円

現金及び 
現金同等物 

9,049百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 

現金及び預金 14,222百万円

預入期間が３ヶ月 
超の定期預金 

△2,868百万円

現金及び
現金同等物 

11,354百万円



  

  

(リース取引関係) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

科目 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当額
(百万円) 

車両運搬
具 3 0 2

工具器具 
備品 4,045 1,924 2,121

合計 4,049 1,924 2,124

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

科目 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円) 

中間期末
残高相当額
(百万円) 

車両運搬
具 3 1 2

工具器具 
備品 4,084 1,936 2,148

合計 4,087 1,937 2,150

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

科目
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両運搬
具 3 0 2

工具器具
備品 4,156 1,938 2,217

合計 4,160 1,939 2,220

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 773百万円

１年超 1,473百万円

合計 2,247百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 799百万円

１年超 1,474百万円

合計 2,274百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 799百万円

１年超 1,554百万円

合計 2,354百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 465百万円

減価償却費 
相当額 

431百万円

支払利息相当額 32百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 445百万円

減価償却費
相当額 

415百万円

支払利息相当額 30百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 915百万円

減価償却費
相当額 

849百万円

支払利息相当額 65百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  



  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比ベ30％以上下落した場合には、「著しく下落した」と

判断して、その減損処理の対象としております。 

ただし、30～50％下落した銘柄については、その時価の回復可能性を検討して、減損処理の要否を判断することとしており

ます。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比ベ30％以上下落した場合には、「著しく下落した」と

判断して、その減損処理の対象としております。 

ただし、30～50％下落した銘柄については、その時価の回復可能性を検討して、減損処理の要否を判断することとしており

ます。 

区分 
取得原価
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

その他有価証券  

株式 210 278 67

計 210 278 67

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式 
 (店頭売買株式を除く) 

57

区分 
取得原価
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

その他有価証券  

株式 210 437 226

計 210 437 226



２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比ベ30％以上下落した場合には、「著しく下落した」と判断

して、その減損処理の対象としております。 

ただし、30～50％下落した銘柄については、その時価の回復可能性を検討して、減損処理の要否を判断することとしており

ます。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

次へ 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 56

区分 
取得原価
(百万円) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

その他有価証券  

株式 210 315 104

計 210 315 104

区分 
貸借対照表計上額
(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式 51



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

      該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,496.66円 １株当たり純資産額 2,708.42円 １株当たり純資産額 2,605.08円

１株当たり中間純利益 84.95円 １株当たり中間純利益 117.52円 １株当たり当期純利益 205.12円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

84.69円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

117.30円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

204.52円

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間損益計算書(損益計算書)
上の中間(当期)純利益 

2,518百万円 3,490百万円 6,116百万円

普通株式に係る中間(当期)純
利益 

2,518百万円 3,490百万円 6,080百万円

普通株主に帰属しない金額の主
な内訳 
 利益処分による役員賞与金 

― ― 36百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― 36百万円

普通株式の期中平均株式数 29,644,400株 29,697,733株 29,644,400株

   

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益 

 

中間(当期)純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数 91,419株 56,643株 86,804株

 (うち新株予約権) 91,419株 56,643株 86,804株

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

― ― ―



(2) 【その他】 

第37期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)中間配当については、平成17年10月21日開催の取締役会において、平成

17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、次のとおり中間配当を

行うことを決議いたしました。 
  

  

  

① 中間配当金の総額  386百万円 

② １株当たり中間配当金 13円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月9日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第36期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
福岡財務支局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月21日

株式会社ナフコ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ナフコの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ナフコの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  江  島  猛  博  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  東    能 利 生  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

株式会社ナフコ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ナフコの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ナフコの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用してい

るため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

  

新日本監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  江  島  猛  博  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  東    能 利 生  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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